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自己紹介

名前 井上 久（いのうえ ひさし）
生年月日 １９５５年（昭和３０年）１１月２５日生（６６歳）
住所 〒１６８－００７２ 東京都杉並区高井戸東２－２３－８
事業所 井上久社会保険労務士・行政書士事務所
電話番号等 電話・ＦＡＸ ０３－５３７０－４７６４

携帯 ０９０－６４８３－３６１２
メールアドレス inokyuu1125@yahoo.co.jp
ホームページ： http://www.inokyuu1125.jp
フェイスブック：https://www.facebook.com/hisashi.inoue.54/
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略歴

１９７８年３月 慶應大学卒業

１９７８年４月 日本火災海上保険株式会社

（現 損害保険ジャパン株式会社）入社

２０１７年４月 損害保険ジャパン株式会社

「本社お客さま相談室」総括主幹

２０２１年３月 損害保険ジャパン株式会社６５歳定年退職

２０２１年４月 井上久社会保険労務士・行政書士事務所開業、

現在に至る
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はじめに

３６協定という単語は知っていても、３６協定を正確に説明で
きる人はどれだけいるのでしょうか？

もうすぐ、開業から１年になりますが、イノキュウも正確に説
明できないグループの一人だと思います。そこで、お客さまにど
う説明するかと考え、ポイントを確認いたしましたので、内容を
本セミナーでご案内申し上げます。

これから、社員を雇う事業主様、社員を雇っているが、いまい
ち、この点がわかっていないという事業主様、イノキュウと一緒
に学びましょう

では、はじめます。よろしく、お願い申し上げます。
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①時間外労働の上限規制わかりやすい解説
https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf
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https://www.mhlw.go.jp/content/000463185.pdf


労働基準法における労働時間の定め
労働時間は労働基準法によって上限が定められており、労使の合意に基づく所定の手続をとらなければ、これを延長することはできません。

●労働基準法では、労働時間は原則として、１日８時間・１週４０時間以内とされています。これを「法定労働時間」といいます。また、
休日は原則として、毎週少なくとも１回与えることとされています。（これを「法定休日」といいます。）

●法定労働時間を超えて労働者に時間外労働をさせる場合や法定休日に労働させる場合には、

➢労働基準法第３６条に基づく労使協定（３６（サブロク）協定）の締結

➢諸葛労働基準監督署への届出

が必要です。

●３６協定では、「時間外労働を行う業務の種類」や「時間外労働の上限」などを決めなければなりません。
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改正内容（時間外労働の上限規制）
（大企業：２０１９年４月～、中小企業２０２０年４月～）

これまでの限度基準告示による上限は、罰則による強制力がなく、
また、特別条項を設けることで上限無く時間外労働を行わせるこ
とが可能となっていました。今回の改正によって、罰則付きの上
限が法律に規定され、さらに、臨時的な特別な事情がある場合に
も上回ることのできない上限がも蹴られます。
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３６協定で定める時間外労働及び休日労働に
ついて留意すべき事項に関する指針

今回の法改正とあわせて、時間外労働及び休日労働を適正なもの
とすることを目的として、３６協定で定める時間外労働及び休日
労働について留意していただくべき事項に関して、新たに指針を
策定しました。３６協定の締結に当たっては、この指針の内容に
留意してください。
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②労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000187488.pdf
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労働時間の適正な把握のために
使用者が講ずべき措置に関するガイドライン
ガイドラインの主なポイント

〇使用者には労働時間を適正に把握する責務があること

【労働時間の考え方】

〇労働時間とは使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間
は労働時間に当たること

〇例えば、参加することが業務上義務づけられている研修・教育
訓練の受講や、使用者の指示により業務に必要な学習を行ってい
た時間は労働時間に該当すること
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「３６協定」を締結する際は、労働者の過半数で組織する労働組
合、その労働組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者と
の、書面による協定をしてください。
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お問合せ大歓迎です

社労士・行政書士イノキュウの井上久

０９０－６４８３－３６１２

ホームページ・フェイスブック

イノキュウ⇒検索
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